
狛江市教育支援センター   

発達・ことばの相談室 
 

○どんな相談ができますか？ 

ことばとコミュニケーションにかかわる以下のようなことが気に 

なるときにご相談ください。 

 

 ・発音がはっきりしない。 

 ・吃音などのように、話し方のリズムが気になる。 

 ・聞こえに心配がある。 

・ことばの発達が遅い。 

・ことばを思い出すのに時間がかかる。 

・読み書きや学習に苦手さがある。 

・声がかすれる等の声の異常がある。 

・かん黙があるなど、あまりおしゃべりをしない。 

   

○どんなことをするのですか？ 

 ・お子さんの状態に応じて、アセスメントをし、支援を考えます。 

必要に応じて、他所をご紹介することもあります。 

 ・個別の指導が必要な場合は、指導の目標や終了の目安を保護者と相談し

ながら決め、それに沿って指導をしていきます。 

  

※個別指導は、基本的に、療育機関等を利用していない方が対象です。 

※ことばや学習の遅れが、発達全体にかかわる場合や、母語が外国語の場合などは、 

発達・ことば相談の指導対象ではありませんが、必要な支援についてご一緒に考 

えます。 

○どこで相談できますか？ 

 狛江市教育支援センター（ひだまりセンター３階）と、市内の各小学校で

の訪問相談をしています。曜日や時間についてはお問い合わせください。 

 

○だれに相談できますか？ 

 言語聴覚士や特別支援教育士などの、ことばや発達の専門家が相談を受け

ます。 

 

〇相談や指導の流れ 

①面談日時の予約 

②面談 

③アセスメント（言語や読み書きの検査や発達検査） 

④アセスメント結果のお返し 

⑤指導開始、または必要な支援先をご紹介、関係機関との連携 

 

  

☆教育支援センターで相談する場合 

   電話 （０３）３４３０－６６５５ に申し込む 

 

☆学校で相談する場合 

   学校で担任の先生や副校長先生などを通じて申し込む  
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